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い
。
月
々
の
支
払
基
金
「
当

座
口
振
込
通
知
書
」
の
「
生

活
保
護
」
の
金
額
を
合
計
す

る
。　

　

保
険
診
療
収
入
が
５
千
万

円
を
超
え
る
と
措
置
法
は
適

用
さ
れ
ず
実
額
で
所
得
計
算

を
す
る
こ
と
に
な
る
。
計
算

も
れ
が
な
い
様
、
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

　

収
入
は
発
生
主
義
で
計
算

す
る
。
税
務
調
査
で
、
12
月

中
に
診
療
し
て
い
る
が
保
険

請
求
が
遅
れ
た
分
に
つ
い

て
、「
未
請
求
」
分
の
収
入

と
し
て
指
摘
さ
れ
、
５
千
万

円
を
超
え
て
し
ま
っ
た
ケ
ー

ス
が
あ
る
の
で
、
し
っ
か
り

確
認
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

（
２
）
実
額
に
よ
る
所
得
計

算
の
注
意
点

　

一
部
負
担
金
の
窓
口
収
入

に
つ
い
て
は
、
実
際
の
入
金

金
額
で
計
算
す
る
。
一
部
負

担
金
を
も
ら
わ
な
い
「
診
療

　

今
回
の
確
定
申
告
に
あ
た

り
、
税
務
調
査
で
所
得
の
計

算
上
問
題
に
な
り
や
す
い
医

業
収
入
と
そ
れ
以
外
の
収
入

に
つ
い
て
解
説
す
る
。

医
業
収
入
の
計
算

１
．
保
険
診
療
収
入

（
１
）
措
置
法
26
条
適
用

（
四
段
階
経
費
率
）
者
の
注

意
点

　

保
険
収
入
は
、
支
払
基
金

の
年
間
「
支
払
調
書
」
及
び

国
保
連
合
会
「
合
計
表
」
の

点
数
に
よ
っ
て
計
算
す
る
。

　

生
活
保
護
収
入
は
、
支
払

調
書
の
点
数
に
入
っ
て
い
な

の
資
料
か
ら
事
前
に
チ
ェ
ッ

ク
を
入
れ
、
整
合
性
を
持
た

せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

①
領
収
書
控
え

②
窓
口
日
計
表

③
歯
科
に
お
け
る
委
託
技
工

料
や
イ
ン
プ
ラ
ン
ト
な
ど
の

仕
入
、
産
婦
人
科
に
お
け
る

麻
酔
薬
、
ピ
ル
等
の
仕
入
な

ど
診
療
科
目
特
有
の
自
由
診

療
に
直
結
す
る
仕
入
や
外
注

費
の
請
求
書
。そ
の
他
、ア
ポ

イ
ン
ト
帳
に
治
療
内
容
が
記

入
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
の
で
、
記
載
方
法
に
つ
い

て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
２
）
窓
口
収
入
な
ど
の
現

金
管
理
に
つ
い
て
は
、
日
々

残
高
記
帳
の
あ
る
窓
口
日
計

表
で
管
理
す
る
。
収
入
明
細

表
な
ど
で
管
理
し
て
い
る
場

合
は
、
現
金
管
理
が
不
十
分

と
見
ら
れ
て
、
調
査
で
自
費

漏
れ
を
指
摘
さ
れ
る
ケ
ー
ス

が
あ
る
。

（
３
）
院
長
家
族
や
親
戚
、

値
引
」
に
つ
い
て
は
、
値
引

後
の
金
額
を
収
入
と
し
て
集

計
す
る
。

　

翌
年
に
一
部
負
担
金
を
も

ら
う
分
に
つ
い
て
は
、「
窓

口
未
収
金
」
と
し
て
今
年
度

の
収
入
に
あ
げ
て
お
く
必
要

が
あ
る
。

　

ま
た
、（
１
）
の
「
未
請

求
」
分
も
漏
れ
が
な
い
か
注

意
が
必
要
で
あ
る
。

　

税
務
調
査
で
は
、「
支
払

調
書
」「
合
計
表
」
月
々
の

「
振
込
通
知
書
」
を
元
に
点

数
に
基
づ
く
収
入
金
額
と
、

実
額
計
算
に
基
づ
く
収
入
金

額
と
の
差
額
を
収
入
漏
れ
と

し
て
問
題
に
す
る
こ
と
が
あ

る
。
差
額
の
原
因
を
つ
か
ん

で
お
く
。

２
．
自
由
診
療
収
入

（
１
）
税
務
調
査
で
特
に
問

題
に
な
る
の
が
、
自
由
診
療

収
入
の
計
上
漏
れ
で
あ
る
。

自
費
収
入
の
確
定
に
は
、
次

ス
タ
ッ
フ
な
ど
に
対
し
て
無

償
で
自
費
治
療
を
行
っ
た
場

合
に
は
、「
原
価
相
当
分
」

を
家
事
消
費
や
現
物
給
与
と

み
な
さ
れ
て
、
自
由
診
療
収

入
の
計
上
漏
れ
と
指
摘
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

（
４
）
自
費
収
入
の
代
金
受

領
は
現
金
が
原
則
と
さ
れ
ま

す
が
、
ロ
ー
ン
な
ど
分
割
払

い
の
場
合
や
翌
朝
に
受
領
が

延
期
さ
れ
る
場
合
に
は
未
収

計
上
を
忘
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
１
〜
２
月
の
自
費
入
金

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
。

　

ま
た
、
自
賠
責
な
ど
の
報

酬
は
、
請
求
し
て
か
ら
相
当

期
間
を
経
て
か
ら
入
金
さ
れ

る
た
め
、
期
が
ず
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
で
、
診
療
日
ま
た

は
、
請
求
日
の
確
認
を
忘
れ

な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

（
５
）
矯
正
治
療
な
ど
通
常

数
年
の
治
療
を
要
す
る
も
の

は
、
患
者
と
の
契
約
内
容
等

に
基
づ
き
、
収
入
を
計
上
す

か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
医
業

遂
行
上
必
要
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
よ
う
に
、
相
手
先
、

目
的
な
ど
を
領
収
書
に
メ
モ

し
て
お
く
と
よ
い
。

　

福
利
厚
生
費
、
研
修
費
、

消
耗
品
費
な
ど
も
確
認
し
て

お
く
べ
き
だ
。

家
事
関
連
費

　

自
宅
兼
医
院
の
場
合
、
建

物
の
減
価
償
却
費
等
が
合
理

的
な
基
準
に
よ
り
按
分
計
算

さ
れ
て
い
る
か
が
問
題
と
な

る
。
自
宅
に
係
る
部
分
が
否

認
さ
れ
る
の
で
、
注
意
す

る
。
個
人
事
業
で
は
、
自
家

用
車
の
業
務
使
用
割
合
等
を

説
明
で
き
る
よ
う
に
し
て
お

く
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

　

個
人
開
業
医
や
医
療
法
人

は
、
比
較
的
所
得
階
層
が
高

額
な
た
め
、
税
務
当
局
か
ら

毎
年
調
査
の
重
点
業
種
に
指

定
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
厳

格
に
調
べ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

特
に
必
要
経
費
に
つ
い
て

は
、
そ
の
支
出
の
も
と
に
な

っ
た
請
求
書
や
領
収
書
の
原

始
記
録
等
か
ら
業
務
と
の
関

連
性
が
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
。

　

必
要
経
費
と
な
る
も
の
は

①
医
業
収
入
を
得
る
た
め
に

直
接
要
し
た
薬
品
な
ど
の
費

用
②
業
務
遂
行
上
、
生
じ
た

一
般
管
理
費
等
の
費
用
―
―

だ
が
、
税
務
調
査
時
に
よ
く

問
題
と
さ
れ
る
事
項
に
つ
い

て
ま
と
め
る
。

聞
き
取
り
を
さ
れ
る
。
職
務

内
容
、
給
与
の
妥
当
性
を
説

明
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く

こ
と
も
大
事
で
あ
る
。

接
待
交
際
費

　

必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど

ら
れ
る
。
以
前
、
タ
イ
ム
カ

ー
ド
は
勿
論
の
こ
と
履
歴
書

の
保
存
の
有
無
、
扶
養
控
除

の
申
告
書
さ
ら
に
市
役
所
ま

で
照
会
文
書
を
出
し
架
空
で

は
な
い
か
と
疑
わ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。

の
技
工
料
の
請
求
書
、
領
収

書
等
が
調
査
さ
れ
る
。

③
医
業
材
料
費
の
請
求
書
の

中
に
、
備
品
等
が
含
ま
れ
て

い
な
い
か
ど
う
か
の
確
認
が

必
要
で
あ
る
。
一
個
ま
た
は

一
組
が
10
万
円
以
上
の
も
の

売
上
原
価

　

薬
、
医
業
材
料
、
検
査

料
、
技
工
料
な
ど

①
決
算
期
直
前
に
普
段
の
月

よ
り
多
額
の
薬
品
を
購
入
し

た
場
合
、
投
薬
等
に
費
消
し

た
も
の
は
問
題

な
い
。し
か
し
、

調
査
で
は
、
利

益
を
減
額
す
る

た
め
に
仕
入
れ

た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
視
点

調
べ
ら
れ
る
。
ド
ク
タ
ー
の

個
人
的
な
費
用
が
混
在
し
て

い
な
い
か
ど
う
か
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
の
内
容
、
商
品

券
の
使
途
、
飲
食
費
、
慶
弔

費
な
ど
細
目
に
わ
た
っ
て
聞

専
従
者
給
与

　

税
務
調
査
で
は
形
式
規
準

（
届
出
の
範
囲
内
か
ど
う

か
）
は
勿
論
、
実
際
に
業
務

に
従
事
し
て
い
る
内
容
ま
で

が
あ
れ
ば
通
常
、
減
価
償
却

資
産
と
す
る
。

給
料
賃
金

　

架
空
人
件
費
や
水
増
し
が

な
い
か
ど
う
か
が
必
ず
調
べ

で
調
査
さ
れ
る
。
増
え
た
分

が
棚
卸
し
に
計
上
し
て
あ
れ

ば
問
題
な
い
。

②
歯
科
の
場
合
、
自
費
収
入

に
間
違
い
が
な
い
か
ど
う

か
、
必
ず
歯
科
技
工
士
か
ら

る
。

３
．
そ
の
他
の
自
由
診
療

　
　

収
入
及
び
雑
収
入

　

そ
の
他
の
自
費
収
入
に

は
、
健
診
費
用
、
自
賠
責
診

療
、
診
断
書
作
成
料
、
歯
ブ

ラ
シ
や
フ
ロ
ス
等
の
口
腔
衛

生
材
料
の
販
売
収
入
な
ど
が

含
ま
れ
る
。
雑
収
入
に
は
、

歯
科
用
貴
金
属
な
ど
の
売
却

収
入
や
国
保
の
乳
幼
児
医
療

協
力
手
数
料
、
介
護
保
険
の

認
定
調
査
委
託
料
な
ど
が
含

ま
れ
る
。
漏
れ
（
未
収
計
上

を
含
む
）
の
な
い
よ
う
に
注

意
す
る
。

そ
の
他
収
入

　

個
人
の
場
合
、
医
業
所
得

と
そ
れ
以
外
の
所
得
は
区
分

し
て
計
算
す
る
仕
組
み
と
な

る
。

（
１
）
校
医
や
嘱
託
医
と
し

て
支
払
を
受
け
る
手
当
お
よ

び
緊
急
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い

て
休
日
、
祭
日
ま
た
は
、
夜

間
に
緊
急
診
療
な
ど
を
行
う

こ
と
に
よ
り
支
給
を
受
け
る

委
託
料
な
ど
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
給
与
所
得
の
収
入
金

額
と
な
る
。

（
２
）
原
稿
料
、
講
演
料
は

雑
所
得
の
収
入
金
額
と
な
り

経
費
（
書
籍
代
、
交
通
費
実

費
な
ど
）
を
差
し
引
く
こ
と

が
で
き
る
（
赤
字
と
な
っ
て

も
他
の
所
得
と
の
通
算
は
で

き
な
い
）。

（
３
）
保
険
医
年
金
そ
の
他

の
生
命
保
険
契
約
な
ど
に
基

づ
い
て
支
払
い
を
受
け
る
一

時
金
な
ど
の
収
入
は
、
一
定

の
計
算
方
法
に
よ
り
求
め
た

金
額
が
一
時
所
得
と
な
る
。

な
お
、
一
時
所
得
の
損
失
は

他
の
所
得
か
ら
差
し
引
く
こ

と
は
で
き
な
い
。

（
４
）
事
業
所
得
と
他
の
所

得
の
赤
字
で
損
益
通
算
で
き

る
も
の
の
検
討
。

①
一
定
の
居
住
用
財
産
の
買

換
え
な
ど
、
特
定
の
居
住
用

財
産
の
譲
渡
損
失
。

②
ゴ
ル
フ
会
員
権
（
ゴ
ル
フ

場
が
倒
産
す
る
な
ど
し
て
、

プ
レ
ー
権
が
消
滅
し
た
そ
の

会
員
権
の
譲
渡
な
ど
は
除
か

れ
る
）
お
よ
び
医
業
用
車
両

等
の
譲
渡
損
失
。

③
不
動
産
所
得
の
損
失
な

ど
。消

費
税
の
申
告

　

２
０
０
９
（
平
成
21
）
年

分
（
基
準
期
間
）
の
課
税
売

上
高
（
事
業
所
得
、
不
動
産

所
得
な
ど
で
消
費
税
の
課
税

対
象
と
な
る
収
入
金
額
）
が

１
千
万
円
（
免
税
事
業
者
で

あ
っ
た
場
合
に
は
、
税
込
み

金
額
）
を
超
え
る
場
合
は
、

消
費
税
の
課
税
事
業
者
と
な

り
、
２
０
１
１
年
分
の
消
費

税
の
申
告
が
必
要
と
な
る
。

　

な
お
、
上
記
の
消
費
税
の

課
税
対
象
と
な
る
収
入
金
額

に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。

①
事
業
用
の
建
物
、
車
両
、

備
品
等
の
売
却
収
入

②
店
舗
お
よ
び
事
務
所
用
建

物
の
賃
貸
料
（
保
証
差
益
な

ど
含
む
）
収
入
。
た
だ
し
、

居
住
用
住
宅
の
賃
貸
料
収
入

は
除
か
れ
る
。

③
駐
車
場
、
そ
の
他
施
設
の

貸
付
に
よ
る
土
地
資
料
な
ど

の
収
入
。
た
だ
し
土
地
の
貸

付
は
除
か
れ
る
。

④
医
業
の
自
費
収
入
等
（
非

課
税
分
を
除
く
）。

医業収入計算の留意点
税理士　佐飛　淳一

交
際
費
・
家
事
関
連
費
の
チ
ェ
ッ
ク
を

医
業
所
得
で
の
必
要
経
費
の
ポ
イ
ン
ト

税
理
士　

西
川　

真
幸

新グループ保険新グループ保険
4,000万円まで保険金額を
幅広く設定できます。

第2グループ保険と合わせると

4,000万円まで保険金額を
幅広く設定できます。

第2グループ保険と合わせると

でお申込みいただけます。
ご契約時に医師による審査は

必要ありません。

でお申込みいただけます。
ご契約時に医師による審査は

必要ありません。 ※詳しくはパンフレットをご覧下さい※詳しくはパンフレットをご覧下さい

例えば、41歳男性
保険金額4,000万円の場合

月額掛金7,760円

例えば、41歳男性
保険金額4,000万円の場合

月額掛金7,760円一度ご契約されれば、
満了時健康状態にかかわらず
一度ご契約されれば、

満了時健康状態にかかわらず

病気やケガによる
1泊2日以上の入院 ･手術を保障！

病気やケガによる
1泊2日以上の入院 ･手術を保障！

例えば41歳男性･入院給付日額１万円の場合
月額掛金　3,360円

例えば41歳男性･入院給付日額１万円の場合
月額掛金　3,360円

自動更新することが可能です。自動更新することが可能です。

お問合せ・資料請求は協同組合
保険共済部まで　06-6568-2230

最高9,000万円保障可能です。最高9,000万円保障可能です。

申込書･告知書の提出のみ申込書･告知書の提出のみ

最長75歳まで最長75歳まで

医療保険も新しくなりました医療保険も新しくなりました

少ない保険料で大きな保険金少ない保険料で大きな保険金
を用意できる「保障機能」に優れていますを用意できる「保障機能」に優れています

新グループ配当金(過去の実績）
年間保険料の

平成22年度　21％
平成21年度　 3 ％
平成20年度　23％

１年ごとの収
支計算で剰余
金が生じた場
合は、配当金
を受け取りに
なれます。

TEL


